
電気料金算定方法等の変更について



1.現在(変更前)の電源調達調整単価の算定式

 現在(変更前)の「電源調達調整額」における「電源調達調整単価」は、以下の計算式で算定
しております。

平均市場価格※1

(1 – 損失率※2)

換算係数※3 基準単価※4 (1 ＋ 消費税率)
電源調達
調整単価

※1「平均市場価格」 :エリア毎に算定される、日本卸電力取引所(JEPX)が公表するスポット取引における平均市場価格。
電気料金算定月から3カ月前の1カ月間の市場価格を単純平均いたします。
(例:1月使用、2月算定分には11月の平均市場価格を適用致します。）

※2「損失率」 :地域の一般送配電事業者が「託送供給等約款」で公表している数値。（地域の一般送配電事業者ごとに公表）

損失とは・・・発電所で発生した電力が、供給までに変電所、送配電線においてその一部が失われることを指します。

※3「換算係数」 :電力の市場価格を適切な販売価格に補正するために当社が独自に設定した係数。

※4「基準単価」 :エリアごとに市場価格を適切な販売単価に補正するために当社が独自に設定した価格。

九州四国中国近畿中部東京

8.6％8.1％8.0%7.8％7.1％6.9％損失率

1.091.121.091.111.131.16換算係数

10.20円12.86円12.44円11.29円12.95円13.63円基準単価

各項目におけるエリアごとの係数



 2024年4月請求分より、「平均市場価格」の参照期間を、電気料金算定月の3カ月前から、
1.5ヶ月前～0.5ヶ月前の1ヶ月間に変更いたします。

２. 「平均市場価格」の参照期間の変更
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【変更後】
・JEPXが公表するスポット取引における平均市場価格
＜算定月の1.5ヶ月前～0.5ヶ月前の1ヶ月平均＞を基に算定

【変更前】
・JEPXが公表するスポット取引における平均市場価格
＜算定月の3ヶ月前の1ヶ月平均＞を基に算定

5月4月3月2月1月

5月分
電気料金

4月分
電気料金

1ヶ月の
平均市場価格

1ヶ月の
平均市場価格

1ヶ月の
平均市場価格



 2024年4月請求分より、各エリアの「基準単価」及び中国エリアの「損失率」を変更いたします。

３. 「基準単価」の変更及び「損失率」の変更

【変更前】

【変更後】

九州四国中国近畿中部東京

8.6％8.1％8.0%7.8％7.1％6.9％損失率

1.091.121.091.111.131.16換算係数

10.20円12.86円12.44円11.29円12.95円13.63円基準単価

九州四国中国近畿中部東京

8.6％8.1％7.7%7.8％7.1％6.9％損失率

1.091.121.091.111.131.16換算係数

6.92円9.22円9.37円8.20円10.22円10.81円基準単価



４. 2024年4月請求分(変更後)からの電源調達調整単価の算定式

 2024年4月請求分(変更後)からの「電源調達調整額」における「電源調達調整単価」は、以下の
計算式で算定いたします。

平均市場価格※1

(1 – 損失率※2)

換算係数※3 基準単価※4 (1 ＋ 消費税率)
電源調達
調整単価

※1「平均市場価格」 :エリア毎に算定される、日本卸電力取引所(JEPX)が公表するスポット取引における平均市場価格。
電気料金算定月から1.5ヶ月前～0.5ヶ月前の1カ月間の市場価格を単純平均いたします。
(例:3月使用、4月算定分には2月15日~3月14日の平均市場価格を適用致します。）

※2「損失率」 :地域の一般送配電事業者が「託送供給等約款」で公表している数値。（地域の一般送配電事業者ごとに公表）

損失とは・・・発電所で発生した電力が、供給までに変電所、送配電線においてその一部が失われることを指します。

※3「換算係数」 :電力の市場価格を適切な販売価格に補正するために当社が独自に設定した係数。

※4「基準単価」 :エリアごとに市場価格を適切な販売単価に補正するために当社が独自に設定した価格。

各項目におけるエリアごとの係数

九州四国中国近畿中部東京

8.6％8.1％7.7%7.8％7.1％6.9％損失率

1.091.121.091.111.131.16換算係数

6.92円9.22円9.37円8.20円10.22円10.81円基準単価


